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「医療費の明

なる場合は、記載内容を訂正したうえで使用してください。

■問合せ　健康増進課☎０２９－８８５－１８８９■問合せ　健康増進課☎０２９－８８５－１８８９

「はたち」をきっかけに献血を始めてみませんか？
はたちの方に限らず、献血に久しくいっていないなという方、献血未経験者の方、
あなたの力を必要としている方がいます。献血へのご協力をお願いいたします。
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献血により提供いただいた血液は、けがや手術により失血した人だけでなく、病気の治療のために
も使われています。そのため、安定的に血液を確保する必要があります。冬の季節は献血者が減少し
がちですが、更に最近は「血液の需要の増加」と「献血者減少」が重なり、血液の在庫が減少してしまっ
ている状態です。このままでは、患者さんに必要な血液が届けられなくなってしまうかもしれません。
皆さんの協力が「今」必要です。
２００ｍｌ献血は男女とも１６歳から、４００ｍｌ献血は男性で１７歳・女性で１８歳から、献血バスか献血ルーム
で献血できます。血液には有効期間があるため、常時献血をお願いしています。
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「自分だけは大丈夫」と
思っていませんか？
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【ひとこと助言】
フリマサービスでの取引は、売主と買主との個人間の取引です。トラブルが起きた場合は、基本的には
当事者間での解決を求められることを理解しましょう。買主が商品を受け取り、出品者を「評価」すると
出品者に代金が支払われます。評価してサービス上の取引が完了してしまうと、トラブルが起きても、
フリマサービス運営事業者の補償サービスやサポートを受けられないことがあります。商品が届いたら
状態をよく確認してから評価しましょう。利用する際は、規約や初心者ガイドなどで、取引ルールやト
ラブル発生時の対応（補償サービスやサポートなど）をしっかり確認することが大切です。

《事例１》フリマサービスのアプリでブランドもののネックレスを購入した。商品が届い
たが、状態をよく確認せずに受取評価をしたため、その後偽物だと分かった。
アプリの規約には「評価後の苦情などについては当事者間で話し合うように」と
書かれていた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（６０歳代　女性）

《事例２》フリマサービスのアプリで、中古のプロジェクターを購入した。電源が入らな
かったので出品者に連絡したが、評価したことを理由に対応してくれない。フ
リマサービス運営事業者に苦情を伝えると「受取評価をしたらお金は戻らない」
と言われた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（６０歳代　男性）

◇村消費生活センター（消費生活相談全般）☎８８５－７１４１（直通）
　月・水・木・金　午前９時～正午、午後１時～４時
（相談の受付は、午前は１１時３０分、午後は３時３０分まで。）
※相談員が不在の場合がありますので、電話でご確認ください。
◇消費者ホットライン（全国共通）☎１８８※３桁で繋がります。
◇県警悪質商法１１０番（訪問販売や悪質業者に絡む各種相談）
　午前８時３０分～午後５時１５分　☎０２９－３０１－７３７９

消費生活に関す る相談 は

い や や

司法書士による無料相談
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